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愛知県体育館ＥＳＣＯ事業提案審査の講評 

 

 

 本事業は、愛知県体育館を対象としたＥＳＣＯ事業であり、今後の県有施設への

ＥＳＣＯ事業導入や、市町村や民間の施設へのＥＳＣＯ事業導入にあたってのモデ

ルとなることが期待されています。 

 提案は、株式会社シーエナジー及び株式会社トーエネックの２社からなる１グル

ープから提出があり、ＥＳＣＯ事業提案審査要領に従い、提案書及び提案者による

プレゼンテーション内容を客観的に評価して総合的な判断を行いました。 

 今回の提案では、空調の運転開始時のウォーミングアップ制御の実施、照明機

器の交換の２項目が示されました。過去 2 回の改修工事で省エネ型の機器の導入が

進んでおり、空調や照明の稼働率が高くないという条件の中、省エネルギー率３．２１％、

二酸化炭素削減率３．０９％という環境改善効果に加え、光熱水費削減効果につい

ても本県及び事業者の双方に利益を生む提案となりました。 

 当委員会では、事前に公表している審査要領に基づき客観的に審査を行い、そ

の結果、総合評点が基準点を上回ることから、今回の株式会社シーエナジー及び

株式会社トーエネックの２社からなるグループの提案を採用することといたしました。 

 また、今回の提案は、既に一定の省エネが図られ、また建物使用も特殊な条件

にある施設であるという制約条件の中で、技術的に高度な内容ではないとしても普

遍性があり省エネ効果の確実性も高いものとなっており、今後中小企業や市町村

等の規模の小さい施設においても ESCO 事業導入を幅広く進めていくためのモデ

ルになりうると考えられます。 

 最後に、貴重な御提案をいただいた応募事業者の方には、多大なる労力をおか

けしましたことを改めて厚く御礼申し上げます。 
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